仕様書
京都市環境政策局東部まち美化事務所
（担当：太田、小浦　電話：075-722-4345）
	件名
	産業廃棄物（混合廃棄物）の収集運搬及び処理業務委託　

	履行期間
	契約締結日の翌日から令和７年１２月１９日までの間

	履行場所
	京都市東部まち美化事務所
（京都市左京区高野西開町34-3）

	











条件・仕様
































条件・仕様































条件・仕様

	１　総則
　⑴　受託者は、本業務の履行にあたって諸法令及び本仕様書に記載の事項を遵守すること。
　⑵　本仕様書に定める事項に関して疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがないものの本業務の履行上本業務内で対応すべき事項が明らかとなった場合等は、本市と受託者にて協議のうえ対応方法を決定する。
　⑶　受託者は、本業務が公共事業であることに留意し、本業務による公益を最大限引き出すよう努めること。
　⑷　本業務中に発生した事故、負傷等について、本市は一切の責任を負わない。
　⑸　受託者は、業務上知り得たことについて、本市の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。

２　受託者の要件
　⑴　京都市競争入札有資格者であること。
　⑵　当事務所が排出する産業廃棄物に係る収集運搬業及び処分業の全ての許可を有する者であること。（詳細は契約書別紙２に記載）
　　
３　受託者の選定方法
　　公募型見積り合わせ（オープンカウンター）により行う。
　　見積書の提出に係る各種要件については以下に示す。
　⑴　見積書の要件
　　・　宛先は「京都市長」とする。
　　・　見積金額は、税込・税抜の別を記載すること。
　　・　見積担当者名(フルネーム)・連絡先を記載すること。
　　・　社印及び代表者印を押印すること。
　　・　作業要員費用は収集運搬費に含めること。
　　・　産業廃棄物の種類ごとの処分単価を記載すること。
　⑵　見積書の提出方法
　　・　郵送又はFAXとする（10万円を超える場合は原本の提出が必要）。
　　・　見積書の作成にあたり、現物確認を希望する場合は、後段に示す見積書の提出期限までに担当者と日程調整のうえ実施すること。
　⑶　見積書の提出期限
　　　令和７年１１月１９日（水）午後４時必着
　⑷　受託者の選定結果
　　　令和７年１１月２１日（金）までに受託候補者に対し、電話にて結果の通知をするので、受託候補者は、見積書原本（前段で提出済みの場合は再度の提出は不要）及び産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）、産業廃棄物処分業許可証（写し）を提出すること。
　　　なお、受託候補者以外への結果の通知は行わない。

４　契約の方法
　　前記３⑷以降、標準様式「産業廃棄物等収集・運搬及び処分委託基本契約書（別紙１）」により契約を締結する。
　　※　受託者にて別紙１に必要事項を記載すること。

５　業務の内容
　⑴　産業廃棄物（混合廃棄物）の収集運搬及び処分
　　・　排出可能時期
　　　　契約締結日以降
　　・　排出物と総量
　　　　別紙２のとおり（数量は若干前後する可能性がある）
　　・　提出物
　　　　産業廃棄物管理票(マニフェスト)
　　　　　Ａ票　・・・・・・・・・・廃棄物引渡時
　　　　　Ｂ２票　・・・・・・・・・運搬完了後10日以内
　　　　　Ｄ票、Ｅ票　・・・・・・・処分完了後10日以内
　※　本市の対応可能時間は、月曜日から金曜日（祝日、振替休日、国民の休日及び年末年始（１２月２９日から１月４日）を除く。）の午前８時００分から午後４時４５分まで。
　※　提出物の発行等、手続きの費用は受託者負担とする。

６　完了検査
　　完了報告書（様式１）にて検査を行うため、受託者は業務が完了し次第提出すること。

７　支払い
　　前記６に示す完了検査に合格した後、受託者が提出する請求書に基づき一括にて支払う。

８　　その他
1 落札業者は、本委託契約を交わす際、受注者として「産業廃棄物収集運搬受注者記入欄」（様式２）及び「産業廃棄物処分受注者記入欄」（様式３）の項目について必ず記入し、受注者の許可証を添付すること。また、受注者が中間処理委託の場合は、中間処理の許可証の写しとともに最終処分地の許可証の写しを必ず添付すること。ただし、最終処分地の許可証の写しを添付できない場合は、契約書を交わす際、「産業廃棄物処分受注者記入欄」の最終処分地の項目（所在地、処理方法、処理能力等）を必ず記載すること。
2 受託者は、本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし（1）の最終処分に関しては、この限りではない。
3 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
4 見積提出前に現地確認を推奨する。

９　本業務に係る連絡先
　　京都市東部まち美化事務所
　　　住　所：京都市左京区高野西開町34-3
　　　担　当：太田、小浦
　　　電　話：075-722-4345　ＦＡＸ：075-702-690


様式１
完 了 報 告 書

（あて先）
京 都 市 長　 様


下記の委託について、貴職の指示のとおり完了したので報告します。


１．委託名　　排水設備清掃及び産業廃棄物（汚泥）の収集・運搬業務委託（東部まち美化事務所）


２．報告対象期間　　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日分


３．処分量


４．受託金額


５．提出先



　　　　年　　　月　　　日

　受 託 者　　住　　　所

　商号又は名称　

代 表 者 名
産業廃棄物  収集運搬  受託者記入欄
	受託者に関する項目について、下記の欄を記入すること。
ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。

	受託者の許可の事業範囲
（作業区分）
	□ 許可証のとおり

	受託者の取り扱える
廃棄物の種類
	□ 許可証のとおり

	※ 受託者の委託業務に積替保管を含む場合 

	受託者の積替・保管場所
の所在地
	□ 許可証のとおり

	受託者の保管できる
産業廃棄物の種類
	□ 許可証のとおり

	受託者が行う積替え
のための保管上限
	□ 許可証のとおり














産業廃棄物   処   分   受注者記入欄
	受注者に関する項目について、下記の欄を記入すること。
ただし、許可証のとおりであれば、『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。

	受注者の許可の事業範囲
（事業の区分）
	□ 許可証のとおり

	受注者の取り扱える
廃棄物の種類
	□ 許可証のとおり

	受注者が廃棄物の処分等
を行う場所の所在地
	□ 許可証のとおり

	受注者が行う処分方法
	□ 許可証のとおり

	受注者が行う処分の
施設の処理能力
	□ 許可証のとおり

	 ※ 受注者の委託業務が中間処理の場合 
最終処分地について、いずれか選択して☑を記入し、不備のないようにすること。
□ 最終処分先の許可証の写しを添付   　  □ 最終処分先を下記のとおり記載

	最終処分先の所在地
※ 名称・許可番号があれば
必ず記載すること
	□ 許可証のとおり

	最終処分先の処理方法
	□ 許可証のとおり

	最終処分先の
施設の処理能力
	□ 許可証のとおり



